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２－３－１ 聾学校における教育課程の類型の実態

に関する結果と考察

表2-3-1は聾学校幼稚部における教育課程の類型

の実態を示し、表2-3-4は聾学校（小・中・高等部）

における教育課程の類型の実態を示したものであ

る。有効回答数は幼稚部74校、小学部71校、中学部

69校、高等部49校であった。表中には、各教育課程

の類型を教育課程上に設けている学校数および有効

回答数に対する構成比を示している。なお、「その

他」は、調査用紙で項目としてあげた６種類（幼稚

部では２種類）の教育課程の類型の他に、教育課程

の類型を教育課程上に設定し、自由記述で回答され

た数値である。これらは、例えば、「自立活動を主と

する教育課程」においても、指導時数が異なり、複

数の類型がある場合に「その他」の欄に記載されて

いる。今回、その内容については分析していない。

聾学校幼稚部において「自立活動の時間を設けた

教育課程」を実施している学校は、74校中42校（56.8

％）であった。自立活動の時間を設けていない学校

とほぼ半々であることは、後述する「自立活動の週

平均指導時数」での結果と共に、幼稚部における自

立活動の内容と幼稚園教育要領の内容、各校の自立

活動の取り組み、幼児の実態等、今後更に吟味して

いく必要がある。

聾学校小・中・高等部においては、「学年相応に準

ずる教育課程」が、小学部では71校中66校（93％）、

中学部では69校中57校（82.6％）、高等部では49校中

45校（91.8％）で設けられていた。このことは、聾

学校においては「準ずる教育課程」が主流を占めて

いることがわかる。次いで多いのは、「知的障害養護

学校の教育課程」を設けている学校が、小学部では

71校中42校（59.2％）、中学部では69校中30校（43.5

％）、高等部では49校中22校（44.9％）であった。こ

のことは、聾学校の中に知的障害を併せ有する聴覚

障害児がかなりの割合を在籍していることを表して

いる。また、「下学年適用による教育課程」を設けて

いる学校が、小学部では31校（43.7％）、中学部では

25校（36.2％）。高等部では（32.7％）であった。こ

のことも、「知的障害養護学校の教育課程」を設けて

いるのと同様、知的障害児や学習困難児の在籍が多

いという実態を示していると思われる。さらに、「自

立活動を主とする教育課程」を設けている学校が、

小・中・高等部いずれも15％弱あったという事は、

重度・重複障害の児童生徒に、きめこまかな配慮が

なされていることがうかがえる。

また、「訪問教育による教育課程」を設けている学

校が１校もないことも注目すべき調査結果である。

遠距離通学解消として寄宿舎の整備等が考えられる

が、肢体不自由を伴う聴覚障害児等の指導の場に聾

学校が活用されていない、あるいは教育内容上活用

しづらい面が、周囲の意識の中にあるのかもしれな

い。その実情をさらに吟味することは今後の検討課

題である。

また、高等部における「通信による教育を行う場

合の特例による教育課程」を設けている学校もな

かった。このことも高等部の指導内容の検討や生徒

の実態等を鑑みて、今後各校で内容の模索と検討が

始まるのではなかろうか。

２－３－２ 聾学校における教育課程の類型ごとの

幼児児童生徒数の実態に関する結果と考察

表2-3-2、表2-4-5は、幼・小・中・高等部における

教育課程の類型ごとの幼児・児童・生徒数を示した

ものである。

幼稚部では「自立活動の時間を設けた教育課程」

を受けている幼児は485名で全体の55.6％であった。

小・中・高等部では学部全体を通して見ると、最

も多いのは「学年相応に準ずる教育課程」で68.5％

あり、学部が進行するにしたがってその構成比は少

しづつ増加する傾向がある。次いで多いのが、「下学

年適用による教育課程」で15,5％、その次が「知的

障害養護学校の教育課程」が7.8％、ついで「自立活

動を種とする教育課程」が6.4％の順であった。

学部毎に見ると、小学部は「知的障害養護学校の

教育課程」と「自立活動を主とする教育課程」を受

けているものがほぼ同数であるのに対し、中学部で
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は「自立活動を主とする教育課程」を受けているも

のが、「知的障害養護学校の教育課程」を受けている

ものよりも多くなっている。両方の教育課程をあわ

せると16～17％前後いることがわかった。反面、高

等部では両方あわせて９％前後と大幅に少なくなっ

ている。特に「自立活動を主とする教育課程」はわ

ずか2.1％に過ぎない。高等部が「学年相応に準ずる

教育課程」や「下学年適用による教育課程」を受け

るものが増えている一方、「知的障害養護学校の教育

課程」と「自立活動を主とする教育課程」を受けて

いるものの構成比が減少しているのは、障害の状態

と他の領域・教科との指導内容の関連から整理する

必要があると考える。

２－３－３ 教育課程の類型ごとの自立活動の週平

均指導時数に関する結果と考察

表2-3-3と表2-3-6は、幼・小・中・高等部における

教育課程の類型ごとの自立活動の週平均指導時数を

示したものである。

幼稚部では、「自立活動の時間を設けた教育課程」

と「自立活動の時間を設けない教育課程」の週平均

指導時数を比べると、「自立活動の時間を設けない教

育課程」の方が、設けた場合より５倍弱指導時数が

多いことがわかった。これは、幼稚園教育要領の内

容と自立活動の指導内容との共通性と関係があるも

のと考えられる。

小・中・高等部における教育課程の類型ごとの自

立活動の週平均指導時数は、1.9～8.1時間と、週指導

時数に占める自立活動の指導時数はすくない。この

ことは、自立活動で実際どのような指導内容を実施

しているか分析する必要があろう。自立活動と他の

領域・教科の指導内容とは深く関連しているので、

その位置づけは障害校種によっても、聾学校間にお

いても様々ではないかと予想される。それゆえ、平

均指導時数の面から実態を捉えるのではなく、自立

活動と他の領域・教科の指導内容との関連等から考

察する必要があると考える。

表2-3-1 聾学校における教育課程
の類型（幼稚部）

表2-3-2 教育課程の類型ごとの人数（幼稚
部）

有効回答数74

表2-3-3 教 育課程の 類型
ご と の 自 立 活 動
週 平 均 指 導 時 数

（幼稚部）
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表2-3-4 聾学校における教育課程の類型（小・中・高等部）

表2-3-5 教育課程の類型ごとの児童生徒数（小・中・高等部）

表2-3-6 教育課程の類型ごとの自立活動
の週平均指導時数（小・中・高等
部）


